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○委員長（金子恵委員） 

皆さんおはようございます。定足数に達しておりますので、本日の総務厚生常任委員会

を開会いたします。 

令和４年第４回定例会本会議におきまして、本常任委員会に分割付託を受けました議

案第７９号令和４年度長与町一般会計補正予算（第７号）の件を議題とします。まず総務

部総務課の方から説明をお願いします。 

村田課長。 

○総務課長（村田ゆかり君） 

皆さまおはようございます。それでは一般会計補正予算（第７号）に係る総務課予算の

補正はございませんが、職員に係る人件費のみ計上をさせていただいておりますので、説

明をさせていただきます。補正予算（第７号）に関する説明書の３８、３９ページをお開

きください。一般職の総括表です。表の左から２行目の職員数でございますが、職員が１

名の増、会計年度任用職員が２名増となっております。よって、給与費と共済費の合計で

８７８万６,０００円の増額となっております。４０、４１ページをご覧ください。こち

らは会計年度任用職員以外の職員となっております。給料については、一般会計の常勤職

員が１名増となったことと、人事院勧告による増額で５９３万６,０００円の増額、職員

手当については、下の表の内訳をご覧ください。管理職手当については、課長と参事職が

それぞれ１名ずつ増えたこと等によるものです。時間外勤務手当につきましては、８つの

課において増額補正となっております。期末手当は、３年度の人事院勧告により減額にな

ったこと。勤勉手当は、４年度の人事院勧告で増額になったこと。住居手当については、

支給対象者が減ったことにより減額となっております。次に４２、４３ページをお開きく

ださい。こちらは会計年度任用職員の分となっております。会計年度任用職員は、産休代

替職員等により２名の増、また、人事院勧告に伴う増額で、合計１９４万２,０００円の

増額を見込んでおります。４４、４５ページをお開きください。こちらには報酬、給料、

職員手当の増額、事由別内訳書を記載しております。以上が総務課所管の人件費の要求に

なっております。よろしくお願いいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

次、契約管財課の永野課長。 

○契約管財課長（永野英明君） 

おはようございます。それでは契約管財課所管分についてご説明をいたします。今回の

補正は、歳出１件でございます。長与町一般会計補正予算（第７号）に関する説明書の１

４、１５ページをお開きください。２款総務費１項総務管理費５目財産管理費１０節需用

費２３８万６,０００円の増額計上でございます。内訳としましては、役場庁舎の電気使

用料およびガス使用料の増額計上でございます。まず、電気使用料につきましては、当初

予算８５７万５,０００円、実績見込額１,０４５万８,０００円、差額の１８８万３,００

０円、同じくガス使用料につきましては、当初予算３８１万７,０００円、実績見込額４



３２万円、差額５０万３,０００円をそれぞれ増額させていただくものでございます。増

額理由といたしましては、昨年より続く燃料費高騰による市場価格の上昇に起因するも

のでございます。電気代につきましては、昨年の１.４倍、ガス代につきましては、昨年

の１.１５倍を見込んでおります。説明につきましては以上になります。ご審議のほど、

よろしくお願いいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

続きまして、情報政策課の説明をお願いします。 

木須課長。 

○情報政策課長（木須紀彦君） 

おはようございます。それでは、続きまして情報政策課所管分についてご説明いたしま

す。同じく説明書の１４、１５ページをご覧ください。歳出の２款１項９目電子計算費１

２節委託料電算システム運用開発委託料として、９６万８,０００円を計上いたしました。

これは財政課が所管する地方単独事業のソフト事業における決算額に関する調査が、令

和５年度から決算統計システムを利用して実施されることに伴って、財務会計システム

の改修が必要となったものでございます。財政措置として、システム改修経費の５０％が

特別交付税で措置される予定でございます。以上でございます。ご審議のほどよろしくお

願いいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

引き続き、地域安全課の説明をお願いします。 

山口課長。 

○地域安全課長（山口聡一朗君） 

おはようございます。続きまして地域安全課所管分についてご説明いたします。今回の

補正につきましては、燃料費の高騰と利用者数の増加に伴う電気代等の補正となってお

ります。説明書の１６、１７ページをお開き願います。２款１項１１目長与町ふれあいセ

ンター管理費につきましては、燃料費の高騰と利用者数の増加に伴う電気使用料を計上

いたしております。利用数につきましては、令和３年４月から９月までの実績と令和４年

４月から９月までの実績を比較いたしますと、１６１.９％の増加となっております。次

に、同じく１２目長与南交流センター管理費につきましても、燃料費の高騰と利用数の増

加に伴う電気およびガス使用料を計上いたしております。こちらも令和３年４月から９

月までの利用者数の実績と令和４年４月から９月までの実績を比較いたしますと、１６

５.９％の増加となっているところでございます。以上が地域安全課所管分として補正を

お願いするものでございます。よろしくお願いします。 

○委員長（金子恵委員） 

説明が終わりました。それでは総務課の方から質疑に入っていきたいと思います。３８、

３９ページですね。質疑はありませんか。次、４０、４１ページ。戻っても構いません、

４２、４３ページ、会計年度任用職員です。次、４４、４５ページ、３８ページから４５



ページまでが総務課の分ですが、質疑はありませんか。よろしいですね。質疑なしと認め

ます。 

それでは引き続き、契約管財課の方の質疑に移りたいと思います。１４、１５ページ、

２款１項５目燃料費ですね。質疑はありませんか。 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

この電気使用料ですね。九州電力からの給電になっているんですかね。大本は九州電力

ですか、あるいはほかの会社かどうか。ちょっとそこだけ確認したいと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

永野課長。 

○契約管財課長（永野英明君） 

委員がおっしゃるとおり九州電力でございます。 

○委員長（金子恵委員） 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

私も同じところなんですけど、九州電力、これは入札で確か以前から削減してきたと話

を聞いていた覚えがあるんですけど、その入札というのは、１年間の単価を年度当初に決

定するという方式ではなく、何か変動部分がある。一般家庭も変動部分がありますよね。

燃料何とか調節費とかいう、調整費ですか。ちょっとそこのところを詳しく教えてもらっ

ていいですか。 

○委員長（金子恵委員） 

永野課長。 

○契約管財課長（永野英明君） 

高圧電力については、町内の役場を含めた１７施設だったと思うんですけど、それを入

札でしておりまして、一般競争入札でしているんですけれども、まず、それの見積り根拠

となる数字につきましては、その前の年の契約業者である九電から参考見積りをいただ

きまして、それを基に予定価格を決定して、入札にかけているということになります。低

圧分については、九電との一社随契でさせていただいております。 

○委員長（金子恵委員） 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

いわゆる使用量が上がったわけではなく、単価が上がったから今回提案を受けている

んですよね。その上がる要因となったのは、燃料価格の上昇という説明があったんですけ

れども、その燃料価格、入札で単価を決定しているにもかかわらず、上昇しているという

ことは、何かしらそこの入札の中に、そういった上がる要因、上げられる要因が契約の中

に含まれていたのかなと理解したので、そこの部分は、どういったのがあるんでしょうか



という質問なんですけど、どうでしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

永野課長。 

○契約管財課長（永野英明君） 

先日、九電の長崎の支店長とお会いして話を聞いたんですけれども、その電気代が高騰

している理由としましては、自分たちの仕入れ分の燃料費等々が高騰したことによって、

もうかなり経営が苦しいというか、厳しいという状況ということで、当然それが反映され

ていますので、その分が最初の見積りの中に入っているということで捉えております。 

○委員長（金子恵委員） 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

ということは、当初の契約を何かしらの形で変更をして、今回多く支出をしようという

ことなんですか。特約条項とか何かそんなのがあって、いわゆる売価が仕入れを上回って

いるから、そのときには、協議の上価格を決定しましょうとかという条項が契約の中にあ

るんですか。安い単価のまま払い続けるのを訴えているわけではなくて、変わった要因で

すよね。入札していたんですよね、入札で決めたんですよね、価格を。それが変更される

理由というのは何ですか。 

○委員長（金子恵委員） 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（金子恵委員） 

休憩を閉じて委員会を再開します。 

永野課長。 

○契約管財課長（永野英明君） 

入札につきましては、基本部分ですね。電力に関する基本部分の入札になりまして、あ

と価格が変動する部分ですね。これは一般家庭と同様に変動しておりますので、それで電

気代も高くなっております。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。よろしいですか。 

それでは情報政策課の質疑に移りたいと思いますけれども、９目ですね。こちらで質疑

はありませんか。情報政策課はこの９目だけですけど、電算システムの説明がありました。

よろしいですか。 

それでは引き続き地域安全課の方の質疑に移ります。１６、１７ページですね。ふれあ

いセンター、南交流センター分のこれも電気使用料等です。質疑はありませんか。 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 



長与南交流センターの件なんですけども、ガスの使用料と電気の使用料の増額の幅が、

ガスが圧倒的に多いんですけど、何か特徴があるんでしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

山口課長。 

○地域安全課長（山口聡一朗君） 

南交流センターにつきましては、空調設備をガスの方で賄っておりますので、今回ガス

の方が高騰したことによりまして、大きな影響を受けているところでございます。 

○委員長（金子恵委員） 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 

ちょっと嫌な質問かもしれないけど、電気でやっていた場合とガスでやっていた場合

とどっちが効率が良かったかとか分かりますか。 

○委員長（金子恵委員） 

山口課長。 

○地域安全課長（山口聡一朗君） 

現在の比較を行っておりませんけれども、建設当時、電気の方の売電価格が結構あった

ものですから、太陽光発電をしておりますので。その関係もございまして、当時はガスで

空調をした方が有利な状況であったということで、ガスの方を使用いたしております。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。よろしいですか。全体的に総務部に関する質疑でも構いません。 

ないようでしたら質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これで総務部の審査は終了しました。皆さまお疲れさまでした。 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（金子恵委員） 

休憩を閉じて委員会を再開します。 

引き続き議案第７９号の審査に入りたいと思います。それでは企画財政部の政策企画

課より提案理由の説明を求めたいと思います。 

中村課長。 

○政策企画課長（中村元則君） 

おはようございます。それでは政策企画課分につきましてご説明申し上げます。まず、

予算書の５ページをお開きください。第２表債務負担行為のうち、上段の複合施設設計業

務委託料が政策企画課計上分でございます。複合施設整備に係る設計業務につきまして

は、基本設計および実施設計を一括して発注することとしております。令和５年度に委託

契約を行い業務を開始する予定としておりますが、本年度中に公告を行い、公募型プロポ

ーザル方式により受託業者の選定を行う予定でございます。令和５年１月に実施公告を



行い、業務期間は令和５年４月から令和６年８月までというスケジュールを予定してお

ります。限度額は、委託料の上限額として予定しております１億２,００５万４,０００円

を計上しております。この算定根拠といたしましては、国土交通省が示す算定基準を基に、

建築物の類型に応じた標準業務人数および時間数と現在想定しております複合施設の床

面積から設計業務委託料を算出したものでございます。続きまして、歳入歳出予算につき

まして、ご説明申し上げます。予算に関する説明書６、７ページをお願いします。１４款

２項１目総務費国庫補助金２節地域活性化補助金、新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金は、５,２９５万７,０００円の増額で、各課が本補正予算に計上しており

ます物価などの高騰に係る各種支援事業に充当しております。充当事業につきましては、

別途参考資料として配布しております一覧表をご参照願います。政策企画課所管分の支

援事業につきましては、歳出についてご説明いたします。 

続きまして、歳出についてご説明いたします。予算に関する説明書の１４、１５ページ

をお願いいたします。２款１項８目企画費１８節負担金、補助及び交付金、長与町公共交

通事業者燃料価格高騰支援補助金の３５万円は、燃料価格高騰による影響を踏まえ、町内

に本社を有するタクシー事業者に対しまして、保有する車両１台当たり７,０００円の補

助金を交付することで、引き続き運行の維持に努め、町民の移動手段を確保することを目

的として実施するものでございます。なお、順番が前後いたしましたが、１１節役務費３,

０００円は、本補助金の振込手数料を計上しております。続きまして１６、１７ページを

お願いいたします。２款１項１３目（仮称）図書館・健康センター複合施設整備費でござ

います。７節報償費、複合施設設計プロポーザル審査委員報償費９０万円は、複合施設の

設計プロポーザルを実施するに当たり、業者選定を行うための審査委員会を設置するこ

ととしておりますが、その審査委員のうち、外部有識者３名分の報償費を計上しているも

のでございます。審査委員会の実施回数は３回を予定しております。なお、審査委員会は

外部有識者３名のほか、本町の副町長、教育長を加えた５名体制を予定しております。１

０節需用費は、審査委員会開催時の外部委員会のお茶代等を計上しております。以上が政

策企画課分です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

それでは引き続き、財政課の方の説明をお願いします。 

荒木課長。 

○財政課長（荒木秀一君） 

おはようございます。それでは財政課所管分につきましてご説明いたします。説明書の

８、９ページをお願いいたします。歳入の１９款１項１目１節繰越金でございますが、財

源調整といたしまして、１億６,８５５万円を計上しております。以上が財政課所管分で

ございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

説明が終わりました。それでは政策企画課の方から質疑に入りたいと思います。まず、



予算書の５ページ債務負担行為ですね。質疑はありませんか。 

西岡委員。 

○委員（西岡克之委員） 

ちょっとこれについてお尋ねをいたします。本会議でも同僚議員が質疑をされていま

したけども、まずプロポーザルの確認ですけど、先ほど１７ページのところで、審査委員

の人数は５人、外部有識者が３名で副町長と教育長で５名だったかな。まずそこの確認を

します。それと、これは基本的に町内業者というか地元業者というかな、に発注するんで

すか。それとも全体というか、広く公募をかけるというか、どっちですか。まずそこをお

尋ねします。 

○委員長（金子恵委員） 

松田課長補佐。 

○課長補佐（松田祐貴君） 

まず、審査委員会委員の人数につきましては、先ほど委員がおっしゃられたとおり５名

で、外部有識者３名と副町長と教育長という予定でございます。それと設計業者の要件な

んですけれども、所在地については、地域の要件というのを設けない予定でございますの

で、地元以外の方でも参加できる形にはしたいと考えております。 

○委員長（金子恵委員） 

西岡委員。 

○委員（西岡克之委員） 

建設についてはＡランク、Ｂランクとかいろいろあるじゃないですか。設計もそういう

ランクがあるんですか。よく知らないので確認したいんですけども。 

○委員長（金子恵委員） 

松田課長補佐。 

○課長補佐（松田祐貴君） 

設計についてランクはございません。 

○委員長（金子恵委員） 

西岡委員。 

○委員（西岡克之委員） 

ならばその実力というか、企業力というかがあれば、どこでもいいという形ですか。で

きれば地元の方がよそにお金を出さなくてもいいと思うので、そこら辺をお尋ねします。 

○委員長（金子恵委員） 

松田課長補佐。 

○課長補佐（松田祐貴君） 

設計業者の地域要件につきましては、先ほど申したとおり要件を設けませんので、どち

らの方でも参加できるということになりますけれども、今、検討している審査基準の中で、

地域の精通度というのは一定考慮する可能性がございまして、それは実績として長崎県



とか、九州とか、地元の実績があるという部分については、加点の要素になる可能性とい

うのは、今検討しているところです。 

○委員長（金子恵委員） 

西岡委員。 

○委員（西岡克之委員） 

すいません、今のところもう一度説明をしていただけたら。私もこの業界あんまり詳し

くはないんですが、地元とか、県とかでやった今までの仕事の実績で加点があって、そう

いう人たちのいわゆる点数の高いところ、先ほど私が建設でＡランク、Ｂランクとあると、

そういう加点が高いところの業者に発注をするという形と捉えていいんですか。 

○委員長（金子恵委員） 

松田課長補佐。 

○課長補佐（松田祐貴君） 

プロポーザルに参加できる資格の要件としては、地域は問わないというふうにしてお

ります。選定の過程で、契約候補者になる事業者というのは、審査で最も高い点数が付い

たところを選定する予定となっているんですけれども、その加点の要素として地域精通

度というのを入れる可能性がありますので、地元の実績があるという部分については加

点になるということも検討をしております。 

○委員長（金子恵委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

プロポーザル方式での設計の選択ということでありますけど、プロポーザルの基準内

容でどのような形で格差を付けて選択するのかということ。それから１月から募集に入

るんですか。そこのところの１億２,０００万円の、１月から入って流れというか、ちょ

っと詳しいことが分かれば教えていただきたいと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

松田課長補佐。 

○課長補佐（松田祐貴君） 

まず、審査基準につきましては、現在策定中でございますけれども、基準に含める項目

として考えておりますのは、資格に関することと技術に関すること、それから提案に対し

て技術提案書というものをプレゼンテーションの場で発表していただくんですけれども、

そのプレゼンの内容等を考慮して、採点をするという予定にしております。審査の流れと

いたしましては、１月にプロポーザルの公告をする予定としておりますけれども、そのあ

と２回審査を行いまして、第１次審査については書類審査、第２次審査については、プレ

ゼンによる審査というのを予定をしておりまして、３月中までに選定業者の決定をする

という予定でございます。 

○委員長（金子恵委員） 



安部委員。 

○委員（安部都委員） 

了解しました。ということは、１次で書類、２次でプレゼンというところで決定をされ

るというところなんで、そこのところ大体青写真というか、私たちがいただいた形でのそ

れに基づいた設計になるのか。長与町の特性を生かして、文化とか歴史とかそういうもの

を生かして、いろいろ使い勝手を技術面に生かすのか、その辺りはいかがでしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

松田課長補佐。 

○課長補佐（松田祐貴君） 

今回のプロポーザルの趣旨といたしましては、提案された設計案そのものを採用する

ということではなくて、業者を選定するということが目的でございまして、そういった実

力を持っている業者を選ぶという観点で選びますので、詳細な設計内容につきましては、

提案された内容を基に、さらに決定された業者と協議をして進めていくということにな

りますので、そういったところで町の希望等は中に組み入れていくということになろう

かと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

同じく複合施設のプロポーザル委員の報償費というところでお聞きしたいんですけれ

ども、外部有識者として３名ということですが、ちなみに外部有識者は、この場合どうい

った方々が想定されるのでしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

松田課長補佐。 

○課長補佐（松田祐貴君） 

審査委員として考えておりますのが、大学教授等の専門的知識を持った方を考えてお

ります。 

○委員長（金子恵委員） 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

それから、今度はこの外部有識者の方が現在検討委員と重複する可能性もあるのかで

すね。この辺りはいかがでしょうか。あり得るのか、そこはもう切り離す考えなのか。 

○委員長（金子恵委員） 

中村課長。 

○政策企画課長（中村元則君） 

委員ご指摘の検討委員会というのは、図書館検討委員会の方ということでよろしかっ



たでしょうか。そちらとは切り離した形で検討しております。 

○委員長（金子恵委員） 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

それと当然なんですけども、外部有識者の方々が今後建設の受注の可能性がある方と

の利害関係の問題というのもやはり慎重に検討しないといけないと思うんですが、その

辺りはもう十分、誘導的な形になると非常に公平公正性で問題が出てくると思うので、そ

の辺りも十分慎重にされるという考えなのかどうか。ここをお伺いしたいと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

松田課長補佐。 

○課長補佐（松田祐貴君） 

現在プロポーザルの実施要領を作成中でございまして、その中で参加資格要件として、

審査委員との関係について言及しているものとか、失格要件として審査員とのコンタク

トを取らないこととか、そういった要件を設けることを考えております。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

先ほどの外部有識者ですね。大学等の有識者ということでご回答いただいたんですけ

ども、一級建築士とかは入らないんですか。 

○委員長（金子恵委員） 

松田課長補佐。 

○課長補佐（松田祐貴君） 

建築に関しても専門的立場の意見というのが必要かなと考えておりますので、建築士

というのも審査委員に入れるということを検討しております。 

○委員長（金子恵委員） 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

プロポーザルですけれども、応募する方がどういう提案を行ってくるか分かりません

けれども、私ども民間企業ではＶＥ提案というのをやっているわけですよ。これは設計段

階におけるコストダウンを図るためにやっている手法なんですけれども、そういったも

のを今回も生かしていくべきじゃないかなと思うわけですよ。恐らく業者からも提案が、

言われなくても出てくる可能性はあるわけですよね。しかし、やはり長与町としてもそう

いうのを積極的に提案してくださいということは言えるわけですよね。だからそういう

仕掛けを作っていく必要があるんじゃないかなと思うわけですよね。その辺りどのよう

に考えておられるか、ＶＥ提案についてですね。このＶＥというのは、バリューエンジニ



アリングっていう意味なんですけれども、提案というのは民間業界でしきりに行われて

いて。これは業者にとってもものすごく利益があることだし、お互い双方利益があるとい

うことで盛んに行われているんですよ。だからそういったコストダウンにつながるよう

なプロポーザル提案をどんどんやっていくべき必要があるんじゃないかなということで、

私は思っているわけですけども。何せ高額な建築物ですから、設計の段階で抑えないとな

かなか難しい、先のコストダウンはですね。そういったことで言っているわけですけども、

そういったことも検討してはどうかと思いますけど、いかがですか。 

○委員長（金子恵委員） 

松田課長補佐。 

○課長補佐（松田祐貴君） 

審査基準につきましては、現在他団体の基準等を参考にしながら基準項目を作成して

いる状況でございますけれども、他団体においてもコストの縮減というのを加点項目に

取っている団体もありまして、本町においても、コストの縮減とか工事に対するランニン

グコストといったものを縮減するような提案というのを入れることも、今検討をしてい

るところでございます。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

今後、具体的な建物のハード面の検討に入っていく形になろうと思うんですけれども、

私ども議会で今までも滋賀県とか石川県とか、いろんな所に図書館の視察に行った中で

アドバイスをいただいたのが、あまりにも内装に凝り過ぎて後々のメンテナンスに非常

にコストがかかる可能性があるので、例えば日頃の、電球の取り替えであったりとかいろ

んなメンテナンスに足場を組まないといけないとか、何だかんだって、そういったコスト

がかからないようなものにしといた方が後々いいですよというようなアドバイスをいた

だいたんですが。そういった後々のメンテナンスの分の経費が抑えられるかどうかとい

うのも非常に重要な視点かなと思うんですが、その辺りというのは検討をされるのかど

うかですね。された方がいいんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

松田課長補佐。 

○課長補佐（松田祐貴君） 

維持管理費につきましても、工事費に加えて先ほど委員がおっしゃったとおり、管理費

用というのが今後も長きに渡ってかかってきますので、そういった観点というのが必要

になると考えております。先ほど申した審査基準の中にコスト縮減の項目を入れるとい

うことで今検討しておりますけれども、その中で建設に係る費用に加えて、維持管理に係

るコストについても縮減を意識した提案というのを一定評価することも考えております。 



○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。安部委員。 

○委員（安部都委員） 

現在燃料費とか材料費とか、かなりこういった建設費用の増加が見込まれると思うん

ですが、そういったところも視野に入れてやっぱり検討されるのか。それともランニング

コストの縮減というところなんですが、そこは例えば太陽光発電を広くしたり、あと雨水

なんかの再利用をしたり、いろんなことも考えられると思うんですが、自然の光を用いた

りとか、そういったところで、またその縮減が果たされるのか。燃料費高騰というところ

もちょっと視野に入れながら、どういったお考えがあるんでしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

松田課長補佐。 

○課長補佐（松田祐貴君） 

評価基準の中で環境に関する評価項目というのも一定設けることで考えておりまして、

今ＺＥＢということで実質的な使用エネルギー量を大幅に削減した建物というのが、公

共施設としては求められているところがございますので、ＺＥＢを含んでエネルギーの

活用について有効な提案となっているかどうかという項目であったり、もう１つは、材料

費等の高騰に関しては、先ほどのコスト縮減の項目とも重なるんですけれども、令和９年

に開館をするという５年後の開館でございますので、それを見据えて適切に設計計画や

工事計画を立てられるかというあたりも審査の基準とすることも考えております。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

先ほどのコストダウンで。私たち１１月に武蔵野市の武蔵野プレイスに行ったんです

よ。その中でコストダウンとして、このような表現でうたわれていました。可能な限り整

形、いわゆるスクエアですかね。均等スパンで明快な構造とし、コストダウンを図ったと

いうことがうたわれていました。これはどういったことかというと、１階から上の階まで

ずっと同じ構造にしているわけですよね。柱があまり無い構造でした。そういったコスト

ダウンの手法が取られていました。こういったものをぜひ研究していただきたいと思う

んですけども、いかがですか。 

○委員長（金子恵委員） 

田中主査。 

○主査（田中優喜君） 

先ほどコストの話をさせていただいたところなんですけれども、イニシャルコストに

係るところになってきます、構造体とかですね。そういったところも評価項目として、評

価していく予定でございます。 



○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。松林委員。 

○委員（松林敏委員） 

今パブリックコメントを集めている中で、何かいろんな意見があったらやっぱり修正

が必要になってくるものかと思うんですけど、最終的なそのプロポーザルに向けての資

料というのがいつできるのか。それを私たちは見る機会があるのかどうかですね。その辺

のスケジュール的なものがあれば教えてください。 

○委員長（金子恵委員） 

松田課長補佐。 

○課長補佐（松田祐貴君） 

現在複合施設の整備基本計画につきましては、パブリックコメントを１２月１９日ま

で実施する予定としておりますので、その中で出てきたご意見等を取り入れて修正した

ものを年内には公表できる予定というふうにしております。その後１月の中旬ぐらいに

は、このプロポーザルの公告を行う予定にしておりますので、その中で実施要領等につい

ては確認できる予定になっております。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかはありませんか。冒頭予算書の方からということで、説明書の方にも入っておりま

すので、とりあえず質疑は続けましたけれども、政策企画課の分でほかに質疑はありませ

んか。いいですか。 

では、財政課の質疑に移りたいと思います。財政課が８、９ページ繰越金です。よろし

いですか。ないですね。 

質疑なしと認めます。これで企画財政部の質疑を終わります。皆さまお疲れさまでした。 

場内の時計で１０時３５分まで休憩します。 

（休憩 １０時２１分～１０時３２分） 

○委員長（金子恵委員） 

休憩を閉じて委員会を再開します。 

引き続き議案第７９号の審査に入りたいと思います。これより住民福祉部、こども政策

課の提案理由から求めたいと思います。 

宮司課長。 

○こども政策課長（宮司裕子君） 

皆さんおはようございます。それでは令和４年度長与町一般会計補正予算（第７号）の

こども政策課所管につきまして、ご説明をさせていただきます。それでは説明書の６、７

ページをお開きください。１４款１項１目民生費国庫負担金１節社会福祉費負担金は、こ

ども政策課所管です。障害児入所給付費等国庫負担金の決算見込みに伴う追加交付金で、

国費２分の１負担となっています。２目衛生費国庫負担金１節保健衛生費負担金が、こど

も政策課所管です。これは令和３年度の養育医療の実績報告に伴う追加交付金です。２項



２目民生費国庫補助金２節児童福祉費補助金がこども政策課所管で、物価高騰に伴う児

童館の電気代の高騰分と放課後児童クラブの支援員等の処遇改善に伴う補助申請分です。

国費３分の１負担となっています。次に、１５款１項１目民生費県負担金１節社会福祉費

負担金が、こども政策課所管です。障害児通所給付費等負担金の決算見込みに伴う追加交

付金で、県費４分の１負担となっています。２目衛生費県負担金１節保健衛生費負担金、

過年度母子保健衛生費県費負担金（養育医療）精算金が、こども政策課所管です。令和３

年度の実績報告に伴う追加交付金です。１５款２項２目民生費県補助金２節児童福祉費

補助金が、こども政策課所管です。物価高騰に伴う５児童館の電気代の高騰分と放課後児

童クラブの支援員等の処遇改善に伴う追加交付金で、県費３分の１負担となっています。

歳入は以上です。 

２０、２１ページをお開きください。３款１項１目１節報酬と１９節扶助費、２２節償

還金、利子及び割引料が、こども政策課所管です。１節報酬は、福祉医療費申請書の内容

点検業務を行う一般事務補助パートの１名分の報酬で、人事院勧告に伴う増額分を計上

しています。１９節子ども医療費がコロナの感染増等により、病院受診をされる方が増加

したことに伴う不足見込額を計上しています。２２節の過年度児童虐待防止対策支援事

業補助金返還金７６２万９,０００円は、民間の５事業所に食料支援や物資支援、体験学

習といった活動を通して子どもの見守り強化を実施しました。令和３年度の補助金実績

に伴う返還金です。次に、２目１節報酬の４行目、療育専門員報酬とその下の療育補助員

報酬がこども政策課所管で、ひばり学級の療育専門員６名分と療育補助員１名分の報酬

で、人事院勧告に伴う増額分を計上しています。次に１１節役務費の通信運搬費のうち２,

０００円、振込手数料のうち１,０００円がこども政策課所管で、物価高騰に伴う電気料

の補助を長与町内の児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所８事業所に行う

ための郵便料と口座への振込手数料を計上しています。１８節負担金、補助及び交付金の

１行目、長与町障害福祉サービス施設等原油価格・物価高騰緊急支援補助金（障害児）が

こども政策課所管で、物価高騰に伴う電気料の補助を児童発達支援事業所、放課後等デイ

サービス事業所８事業所へ、令和３年度の電気代の実績に、電気料金の物価上昇率１８.

６％と補助率２分の１を乗じた額を補助するものです。これは長崎県が行う補助の上乗

せ分になります。１９節扶助費、障害児通所給付費は、障害者施設で働く職員の処遇改善

に伴う人件費の１０月以降の増額分と、利用者や利用日数の増加に伴う増額分を計上し

ています。２２、２３ページをお開きください。２２節償還金、利子及び割引料のうち、

過年度小児慢性特定疾病児日常生活用具給付費補助金返還金１１万４,０００円と、過年

度障害者医療費（育成医療）県費返還金１９万８,０００円、５行目の過年度障害児施設

措置費（給付費等）負担金返還金４０５万４,０００円と、その下の過年度障害児通所給

付費等負担金返還金２０２万７,０００円が、こども政策課所管分です。いずれも３年度

補助金実績に伴う返還金です。次に、３款２項１目児童福祉総務費から次ページの４目児

童館費まで、全てこども政策課所管です。１１節役務費の振込手数料と、１８節負担金、



補助及び交付金の２行目、長与町私立保育所等電気料高騰緊急支援補助金は、物価高騰に

伴う電気料の補助を長与町内の私立認可保育所等１０か所と私立幼稚園１か所、認可外

保育施設３か所へ行うことに係る経費です。認可保育所等は、県の補助がありませんので、

令和３年度の電気代の実績に電気料金の物価上昇率１８.６％を乗じた額を補助するも

のです。私立幼稚園と認可外保育施設については、長崎県が行う補助の上乗せ分になりま

すので、令和３年度の電気代の実績に、電気料金の物価上昇率１８.６％と補助率２分の

１を乗じた額を補助するものです。放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業費補助金

は、放課後児童クラブの支援員の処遇改善に伴う人件費の１０月から３月分までの６か

月分を計上しています。２２節償還金、利子及び割引料は、全て３年度補助金実績に伴う

返還金です。２４、２５ページをお開きください。３款２項２目児童福祉運営費２２節償

還金、利子及び割引料も全て３年度補助金実績に伴う返還金です。３目高田保育所費１節

報酬は、人事院勧告に伴う増額分を計上しています。１０節需用費の水道使用料と下水道

使用料は、幼児組のプールの回数を増やしたために、使用料が増加したため決算見込みで

増額をしております。電気使用料は、電気料金の高騰分を決算見込みで増額しています。

修繕料は、３、４、５歳児保育室の空調の室外機２つのうちの１つが故障して動かないた

め、取り替えを行うものです。４目児童館費１節報酬は、児童館５館分の一般事務補助パ

ートと児童厚生員１１名分の報酬で、人事院勧告に伴う増額分です。４節共済費は、児童

厚生員１１名分の社会保険料の不足分を計上しています。１０節需用費の電気使用料は、

５児童館の電気料金の高騰分を決算見込みで増額しています。２６、２７ページをお開き

ください。４款１項２目感染症予防費１節報酬は、こども政策課所管です。予防接種の予

診票点検業務を行っている事務補助パート１名分の人事院勧告に伴う増額分です。２８、

２９ページをお開きください。４款１項３目母子衛生費は、こども政策課所管です。２２

節償還金、利子及び割引料は、３年度補助金実績に伴う返還金です。以上がこども政策課

所管分として補正をお願いするものでございます。ご審議のほどよろしくお願いします。 

○委員長（金子恵委員） 

引き続き、住民環境課の説明をお願いします。 

木須課長補佐。 

○課長補佐（木須美樹君） 

それでは住民環境課所管分の長与町一般会計補正予算（第７号）につきまして、説明書

によりご説明いたします。歳入歳出共にありますが、分かりやすく歳出の方から説明いた

します。１８、１９ページをお開きください。２款３項１目戸籍住民基本台帳費１節報酬

は、会計年度任用職員の人事院勧告とともに、１月下旬からの産休代替職員分が含まれて

おります。同じく４節共済費の説明欄下段、会計年度任用職員社会保険料および８節旅費

も同じく産休代替職員分の通勤手当となります。 

戻りまして、歳入の部になります。６、７ページをお開きください。１４款２項１目１

節総務管理費補助金です。先ほどご説明いたしました会計年度任用職員の人事院勧告分



相当につきまして、マイナンバーカード交付事務費補助金を見込めるため計上をしてお

ります。以上が住民環境課分です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

それでは引き続き、福祉課の説明をお願いします。 

川内課長。 

○福祉課長（川内佳代子君） 

皆さんおはようございます。引き続き、議案第７９号令和４年度長与町一般会計補正予

算（第７号）の福祉課所管につきまして、補正予算に関する説明書にてご説明をいたしま

す。まず歳入でございます。説明書の６、７ページをお開きください。１４款国庫支出金

２項２目１節社会福祉費補助金は、補助対象経費であります会計年度任用職員の報酬が

増額されたことに伴いまして、国からの補助金につきましても補助率２分の１以内で増

額の補正を行っております。同じく３節老人福祉費補助金の１行目、老人保健事業推進費

等補助金（原爆分）も補助対象経費である会計年度任用職員の報酬が増額になったことに

よるものでございます。全額補助でございます。１５款県支出金２項２目１節１行目、地

域生活支援事業補助金につきましても国の補助金同様、会計年度任用職員の報酬額の引

き上げに伴うものでございます。２行目、福祉・介護職員処遇改善事業費補助金は、障害

福祉サービス等報酬改定に伴いまして、システムの改修に係る費用について１０分の１

０での補助でございます。 

続きまして、歳出でございます。２０、２１ページをお開きください。３款１項１目３

節職員手当等の４行目、時間外勤務手当が福祉課所管分でございます。給付金事業に伴い

ほかの業務に係る期間がタイトになったことにより、時間外での業務が見込まれること。

また、職員の長期休暇に伴う人員減少によりまして、時間外業務の増が見込まれることな

どから増額補正をお願いするものでございます。続きまして、３款１項２目１節報酬につ

きましては、１行目から３行目までが福祉課所管で、令和４年の人事院勧告による給与月

額の引き上げに伴う会計年度任用職員の報酬月額の改定による増額でございます。１１

節役務費は、通信運搬費のうち５,０００円、振込手数料のうち３,０００円が福祉課所管

分で、長与町障害福祉サービス施設等原油価格・物価高騰緊急支援補助金に係る案内や、

決定通知書の送料および振込手数料でございます。１２節委託料、障害者福祉システム改

修業務委託料は、国の障害者福祉サービス等報酬改定により、福祉・介護職員等ベースア

ップ等支援加算が創設されまして、現在、使用しておりますシステムの改修が必要になっ

たため補正をお願いするものでございます。１０分の１０での県からの補助金が充当さ

れます。１８節負担金、補助及び交付金では、３行目、長与町障害福祉サービス施設等原

油価格・物価高騰緊急支援補助金（障害者）が福祉課所管分でございます。こちらは令和

４年１１月３０日より、県が長崎県介護・障害福祉サービス施設等原油価格・物価高騰緊

急支援事業により、入所、通所系事業所は、令和３年度の電気代実績に物価上昇率１８.

６％と補助率２分の１を乗じた額、訪問系、相談系事業所は、サービスの提供のために使



用する車両の台数に４万６,０００円を掛けまして、また、補助率２分の１を乗じた額の

支援を実地されておりまして、町といたしましては、町内の対象事業所に対しまして残り

２分の１を町が補助することで物価高騰における事業所の負担軽減を図り、安定的なサ

ービス提供の継続を促進することを目的としまして、支援を行いたいと考えているもの

でございます。このようなことから補助額の算定などは県の要綱に準じ、申請書等の受付

期限につきましては、令和５年２月１５日を予定をしております。続きまして、２２、２

３ページをお開きください。２２節償還金、利子及び割引料のうち、上から３行目の過年

度自立支援給付費国庫返還金と４行目の過年度自立支援給付費県費返還金、一番下の行

の過年度障害者総合支援事業費国庫返還金が、福祉課所管分でございます。いずれも令和

３年度実績に伴う国庫および県費の返還金でございます。続きまして、４目原爆被爆者対

策費１節報酬でございます。こちらも人事院勧告による給与月額の引き上げに伴います、

会計年度任用職員の報酬月額の改定による増額でございます。以上が福祉課所管分とし

て補正をお願いするものでございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

説明が終わりましたので、質疑に入っていきたいと思います。まず、こども政策課です

ね。歳入の方から入っていきます。６、７ページ、障害児入所給付費から下の方のシステ

ム改修までです。よろしいですか。戻っても構わないので、次に進めていきたいと思いま

す。では歳出です。２０、２１ページ、社会福祉費の中に子ども政策課分が含まれていま

す。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

２０、２１ページの社会福祉総務費の一番下の２２節ですね。過年度児童虐待防止対策

支援事業補助金の返還をしたということだと思うんですが、ご説明の中で食糧支援もこ

の支援事業の中でやったというふうに聞こえたんですが、ちょっとそこを確認をさせて

いただきたいと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

宮司課長。 

○こども政策課長（宮司裕子君） 

こちらの見守り強化事業というのが、食糧支援とか物資支援であったり、あと体験学習

等を行うことによって見守りを強化しているという事業になりますので、食糧支援も行

っております。 

○委員長（金子恵委員） 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

その食糧支援分を、ちょっと今実態どうなのか知らないんですけども、例えば保存がき

くような食料等については、返すというよりも、もう買って備蓄して、今後も必要になっ



てくるものだと思うので、そのあとにも活用できるように返還せずに購入して、保管でき

るものは保管して、今後も活用するということはできなかったのかなというふうな思い

もあるんですが、その辺りはいかがでしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

宮司課長。 

○こども政策課長（宮司裕子君） 

こちらの食糧支援というのが、本人にどういったものが欲しいというのをお聞きして

購入をしてお届けしたりとか、生ものであったりというものもありますので、長期保存と

いうのが難しい分というのがあります。また、その物資をお届けすることで見守りをして、

子どもたちに対してどのように接しているのかを確認させていただくというのが、この

補助金の趣旨になりますので、購入をしておいて保存しておくことは、ちょっと趣旨とは

違うというふうに思っております。 

○委員長（金子恵委員） 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

確かに趣旨とは少し違うかもしれないんですけども、逆にこういう虐待児というのは

単年、年度年度で解決できる問題ではないので、今後は少し柔軟に、せっかくそういう補

助ですかね、これは元々は。なので、もちろん生もの、保存がきかないもの等はそれはも

う仕方がないけども、いろいろと有効に活用できればという思いなので、何かちょっとそ

ういう工夫等もされた方が、例えば一定保存がきくような食料とかについては、今後必要

なときに必要な分を出せるような、やれているのかもしれませんけども、そういう工夫を

検討していただければなという思いがありましたので。難しいですかね。 

○委員長（金子恵委員） 

栗山部長。 

○住民福祉部長（栗山浩二君） 

こちらの事業が民間企業に委託して実施をしておりまして、そういう対象世帯のニー

ズ、それからそこの企業の方針等を、まず見守りが基本になってくるので、見守りをしな

がらどういった支援が必要か、食料的な支援ですね。そういった相手の要望もお聞きして

対応をさせていただいたというところです。保存食による継続的な支援といいますか、そ

ちらについては、社協の方でフードバンク等をやっておりますので、今後につきましては、

この事業も進めながら他の事業と連携を取りながらいろんな継続的な支援、見守りにつ

いても食糧支援についても継続をしていければと考えております。 

○委員長（金子恵委員） 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

同じところで、これちょっと私、別の機会にも話を聞かせていただいたんですが、当初



のいわゆる補助金総額というのは幾らだったんですか。返還額が大きいので多分執行が

少なかったんじゃないかなって。その確認を１回まずさせてください。 

○委員長（金子恵委員） 

宮司課長。 

○こども政策課長（宮司裕子君） 

３年度の補助金の受入済額というのは、１,８８７万９,０００円になります。 

○委員長（金子恵委員） 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

同僚委員も返還額がもったいないじゃないかという話だったと思うんですよね。多分

昨年度は５事業所のうち、ほぼ活動されていなかった、活動できなかった所もあったと思

うんですが、本年度は何事業所で行われて、あと対象ですよね。対象者は、昨年度と比べ

て減っているのか増えているのかということ。で、増えた要因、減った要因、増えた要因

はいいと思うんですが、減った要因は、事業所が減ったことによる見守りの減があったら

駄目だなと思ってですね。あるいは、虐待がなくなって対象が減ったというのはいいと思

うんですよね。そこのところの情報というのを頂けたらと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

尾田係長。 

○係長（尾田光洋君） 

４年度事業につきましては、２事業所にご参加をいただいております。対象人数ですけ

れども、１つ目の事業所が食糧支援および体験活動で、おおよそ３０世帯を予定をしてお

ります。もう１事業所が食糧支援と物資支援で、それぞれ１０世帯程度を想定しておりま

す。対象世帯につきましては、３年度につきましては合計１００世帯程度を見込んでおり

ました。その中で４年度事業につきましては、事業者の数が減ったという部分と、支援を

する対象についても少し整理をしまして、先ほどの件数を見込んだ計画となっておりま

す。 

○委員長（金子恵委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

７ページの障害児通所給付費ですけれども、それぞれどのくらいの子どもが利用され

たのかというところで、人数を教えていただければと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

宮司課長。 

○こども政策課長（宮司裕子君） 

１０月実績でいうと、児童発達支援が４０件で５８２万７,６１９円、放課後等デイサ

ービスが１５３件で１,３７１万４,２３２円。保育所等の訪問支援ということで３件６



万７５２円。障害児の相談支援で２３件３９万６,２４２円分の給付費をお支払いをして

おります。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。次、２２、２３ページ。 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

２２、２３ページの３款２項１目１８節の下の段の電気料金の緊急対策というのが出

ているんですが、電気料金を出す分については当然いいと思うんですけれども、このほか

にも幼稚園等、認定こども園もそうですけど、バスを運行して、燃料費の高騰で「ちょっ

とヒーヒー言っている」という声を聞くんですよね。そういったのは今回検討されなかっ

たのか。予算に上がってないことであれなんですけど、ちょっとお伺いいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

宮司課長。 

○こども政策課長（宮司裕子君） 

今回、近隣の市町村の物価高騰の補助の状況等も調べた中で、県の補助の上乗せという

ことを考えて、今回は電気料を補助しようということで。一番やはりそこの部分が園の方

でも支払いが困っているというお声をお聞きしましたので、そこについての補助という

ことを考えました。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。では次、２４、２５ページ、こちらで質疑はありませんか。 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

高田保育所のところですけれども、修繕料が上がっていました。エアコンが云々という

ことで、補正で上がっているんですよね。ということは、まだ修理をされてないのかなと

拝察するんですけれども、そこの状況を教えていただけますか。 

○委員長（金子恵委員） 

宮司課長。 

○こども政策課長（宮司裕子君） 

保育室に２つの室外機があって、そのうちの１つが動いていないんですけれども、残り

の１つの室外機の方で、現在は暖房を使用しているということです。ただ、１台ですると

やはり負荷がかかるということで、補正予算を上げさせていただいて修繕をさせていた

だくということで、今回計上させていただいております。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。では次行きます。２６、２７ページ下段の方です。よろしいです

か。では次、２８、２９ページ、これは上段ですね。 

堤委員。 



○委員（堤理志委員） 

戻ってもらって、今の修繕料でちょっと気がかりなのが、元々これが発覚というか、故

障したというのが分かったのがいつなのかですね。どうでしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

宮司課長。 

○こども政策課長（宮司裕子君） 

１０月２５日の定期点検のときに判明をしております。 

○委員長（金子恵委員） 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

暖房もこのエアコンを使ってするので、当然これは１２月補正にかかったら可決して

そのあととなると、もう１２月のこの寒い時期に使えないもんですから。何か緊急的な、

例えば、子どもの健康に関わることなのでもっと早く、場合によっては臨時議会か予備費

かを充当するとかで子どもたちの健康を守るという、そういう対応をすべきじゃなかっ

たのかなと思うんですが、もっと早くやはりやるべきじゃないんですか。 

○委員長（金子恵委員） 

宮司課長。 

○こども政策課長（宮司裕子君） 

今回保育所の方から今時点では、その１台の室外機で暖房の方は回せているというこ

とでしたので補正での対応を考えましたが、今後やはり安全面とかも検討して、そういう

ふうな補正ではない、予備費等の充用等も検討させていただきたいと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。歳入歳出どちらでも結構です。こども政策課での質疑はありませ

んか。 

では、ないようですので、次に進みたいと思います。 

住民環境課の分ですね。住民環境課は、歳入歳出それぞれ説明がありましたが、歳入が

６、７ページ、歳出が１８、１９ページ、こちら２か所ですけど、質疑はありませんか。 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 

マイナンバーカードの取得率というのを、年末に向けて今頑張っているところだと思

うんですけども、全国平均と長与町の現状というのはどの辺なのか、お教えください。 

○委員長（金子恵委員） 

木須課長補佐。 

○課長補佐（木須美樹君） 

１１月末現在の長与町の交付率が５９％になっております。全国で見ますと１,７４１

団体中、長与町は２９２位ということになっております。 



○委員長（金子恵委員） 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 

行政サービスの出張みたいな形で、北陽台でも申請を受け付けたと。ものすごくいいこ

とだと思うんですけど、やっぱり来年度になったら、ポイントがなくなると、もらえなく

なるとかで、なかなか伸ばすのが難しいかと思うんですけれども、今後何か伸ばすような

アイデアみたいなのがあれば教えてください。 

○委員長（金子恵委員） 

木須課長補佐。 

○課長補佐（木須美樹君） 

今回北陽台の方に出張申請をしましたのは、高校生の方がなかなか役場に来庁するこ

とができないということでお伺いしたんですけれども、ほかにも現在相談をよく受ける

のが老人ホームであったり、病院であったり、来ることができない方からの相談というの

が多くあります。私たちもそういう所に出張申請ができないかというふうに検討はして

いるんですけれども、このコロナ禍でなかなか施設の方が受け入れが難しいということ

で、今状況を見ている段階であります。あと国の方もそういう方に対して、もう少し本人

確認を簡易的にすることができないかということで検討をされているみたいなので、状

況を見ながら、要望を受けながら、出向く所は出向いていきたいというふうに思っており

ます。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。よろしいですか。 

では次に、福祉課の質疑に入っていきたいと思います。まず歳入ですね。６、７ページ

で質疑はありませんか。よろしいですか。では歳出の２０、２１ページ。よろしいですか。

戻っても構いませんので、進めていきます。２２、２３ページ、こちらで質疑はありませ

んか。こちらの方も返還金などです。では福祉課、歳入歳出どちらでも結構です。 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

２１ページで障害者相談支援専門員報酬というところで補正なんですが、これは新た

に加算された額なんですか。何人を予算として上げているのか。 

○委員長（金子恵委員） 

川内課長。 

○福祉課長（川内佳代子君） 

現在２名の方を雇用をしておりまして、その２名分になります。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。 

安部委員。 



○委員（安部都委員） 

現在２名というところなんですが、これは精神かなんかの相談員ですか。 

○委員長（金子恵委員） 

川内課長。 

○福祉課長（川内佳代子君） 

障害者全部になります。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これで住民福祉部の質疑を終わりたいと思います。所管の皆さまお疲れさまでした。 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（金子恵委員） 

休憩を閉じて委員会を再開します。 

引き続き、議案第７９号健康保険部の審査に入っていきたいと思います。まず、健康保

険課の方から提案理由の説明を求めます。 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

それでは健康保険課所管につきまして、長与町一般会計補正予算（第７号）に関する説

明書によりご説明をいたします。２６、２７ページをお開きください。４款１項１目１８

節の長与町医療機関等電気料高騰緊急支援補助金、こちらはエネルギー等の物価高騰の

影響を受けている医療機関等に、電気代高騰分の一部を補助するもので、対象施設が９６

施設、補助率は２分の１でございます。長崎県が同様の補助を行っておりますので、上乗

せへの補助となっております。その上の１１節役務費につきましては、その事務のための

郵便料、それから振込手数料でございます。財源といたしましては、政策企画課所管の新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、こちらを全額充当いたします。同じペ

ージの一番下、２目２２節過年度疾病予防対策費等国庫補助金返還金は、風しんの追加接

種に係る国庫補助金の返還金でございます。次のページの４款１項４目２２節の過年度

疾病予防対策費等国庫補助金返還金は、がん検診の総合支援事業に係る国庫補助金の返

還金でございます。以上が今回の補正予算の内容でございます。ご審議のほどよろしくお

願いいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

続きまして、介護保険課の提案理由の説明をお願いいたします。 

村田課長。 

○介護保険課長（村田佳美君） 

それでは議案７９号令和４年度長与町一般会計補正予算（第７号）の介護保険課所管分



につきまして、補正予算に関する説明書によりご説明いたします。今回の補正は、高齢者

施設等の災害発生時の安定的な電力確保に関するものと、原油価格・物価高騰対策に関す

るものでございます。説明書の６、７ページをお開き願います。歳入の２段目、１４款２

項２目民生費国庫補助金３節老人福祉費補助金、地域介護・福祉空間整備等交付金５５０

万円が介護保険課所管分でございます。これは高齢者施設等の災害発生時において安定

的な電力確保を行うため、特別養護老人ホーム１施設に対し、非常用自家発電設備の整備

を行うための国庫支出金を受け入れるものでございます。 

続きまして、説明書の２６、２７ページをお開き願います。歳出の３款３項２目１１節

役務費２万５,０００円につきましては、長与町介護サービス施設等原油価格・物価高騰

緊急支援補助金に関する郵便料と振込手数料でございます。次に、３款３項２目１８節負

担金、補助及び交付金１,９７８万３,０００円につきましては、歳入で受け入れた地域介

護・福祉空間整備等交付金を補助金として交付するものと、次の段の長与町介護サービス

施設等原油価格・物価高騰緊急支援補助金につきましては、原油価格・物価高騰の影響を

受けた介護サービス施設等の負担軽減を図ることにより、安定的なサービス提供の継続

を促進するため、介護サービス事業所に対し、長崎県が電気料金等の高騰分の２分の１を

支援することとしており、町内の介護サービス事業者に対し、残りの２分の１相当額を上

乗せする補助金でございます。補助額につきましては、デイサービスなどの通所系のサー

ビスを提供している事業所と、特別養護老人ホーム等の入所系のサービスを提供してい

る事業所に対し、令和３年度に施設等が負担した電気代の実績額に物価上昇率の１８.

６％を乗じて得た額の２分の１を助成するものでございます。また、訪問介護などの訪問

系、相談系のサービスを提供している事業所に対しましては、サービス提供のために使用

する車両台数に４万６,０００円を乗じて得た額の２分の１を助成するものでございま

す。以上が今回の補正予算の内容でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

説明が終わりましたので、まず健康保険課の質疑の方から入っていきたいと思います。

歳出だけでしたね。２６、２７ページ下段の方ですね。それから次のページの上段ですが、

質疑はありませんか。よろしいですか。 

質疑なしと認めます。 

それでは次に介護保険課の質疑に入りたいと思います。まず歳入６、７ページ、中段の

辺りです。質疑はありませんか。戻っても構いませんので、歳出の方にも入っていきたい

と思います。歳出が２６、２７ページ。歳入歳出いずれでも結構です。質疑はありません

か。 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

２７ページの保健衛生総務費関係でいいですか。１８節の補助金が電気代で９６施設

で２分の１の補助で上乗せ分だという説明があったんですけども、これ１施設にします



と平均でいくと何万円かぐらいにしかならないんじゃないかなと思うんですが、これは

どんな状況ですか。９６施設で幾らぐらいで、収容人員とかなんとかでもまた違うかもし

れませんけども、どんな積算根拠になっているんですか。 

○委員長（金子恵委員） 

一瀬係長。 

○係長（一瀬奈々君） 

５床以上の有床診療所では、３万円掛ける病床数なので、実績の病床数になると思うん

ですけども、有床診療所の４床以下については、平均値で７５万３,０００円、１か所で

すね。それから薬局で５０万５,０００円。施術所で４１万４,０００円を見込んでおりま

す。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

同じく２６、２７ページのところで、長与町介護サービス施設というのは、原油高騰に

よる負担のところで、今どのくらいの施設があるのか、ちょっと教えてください。 

○委員長（金子恵委員） 

村田課長。 

○介護保険課長（村田佳美君） 

入所系、通所系、合わせたところで４９事業所になっております。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

２７ページ、地域介護・福祉空間整備等補助金ですね。先ほど自家発電設備と説明があ

ったんですが、もう具体的に補助先、固有名詞を出していただきたいのと、総事業費は幾

らなのかということ。補助率が多分２分の１かなと思うんですけども、その補助率関係も

ちょっと教えてください。 

○委員長（金子恵委員） 

浦川係長。 

○係長（浦川真君） 

まず補助先ですけども、こちらは特別養護老人ホームかがやきの１か所になっており

ます。総事業費の方ですが、予算計上と同じで５５０万円になっております。補助率です

けど、こちらの補助の方が国からの補助率１０割、１００％になっておりますので、町の

方で出す分はございません。 

○委員長（金子恵委員） 



ほかにありませんか。健康保険部全体、歳入歳出合わせて質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これで健康保険部の審査を終了いたします。お疲れさまでした。 

場内の時計で１１時４０分まで休憩します。 

（休憩 １１時２９分～１１時３１分） 

○委員長（金子恵委員） 

皆さまおそろいですので、委員会を再開し採決の方に入りたいと思います。 

議案第７９号令和４年度長与町一般会計補正予算（第７号）の件の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから本常任委員会に分割付託されました議案第７９号令和４年度長与町一般会計

補正予算（第７号）の件を採決します。 

本案は原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

本日の委員会はこれで閉会します。皆さまお疲れさまでした。 

（閉会 １１時３２分） 


